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令和元年度沖縄県健全化判断比率審査意見書

１ 審査の対象

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項の規

定により、令和２年８月３日付け総財第249号をもって審査に付された令和元年度実質

赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健全化判断比

率」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査した。

２ 審査の概要

審査に当たっては、健全化判断比率の算定が、関係法令に沿って正確に行われている

か、また、その算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかを主

眼として実施した。

３ 審査の結果

審査に付された次の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

は、いずれも正確に算定し、適正に作成されているものと認められた。

健全化判断比率

令和元年度 平成30年度 比 較 増 減 早期健全化 財政再生
(％) (％) (△) 基準 (％) 基準(％)

①実 質 赤 字 比 率 － － － 3.75 5

②連結実質赤字比率 － － － 8.75 15

③実質公債費比率 7.9 8.4 △0.5 25 35

④将 来 負 担 比 率 42.6 45.0 △2.4 400

（注）実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質赤字額及び連結実質赤字額が生じていない
ため「－」で表示している。

４ 審査の意見

実質赤字額及び連結実質赤字額は生じていないため、実質赤字比率及び連結実質赤字

比率は算定されない。

実質公債費比率は7.9％で、前年度に比べ0.5ポイント低くなっており、早期健全化基

準である25％を下回っている。

将来負担比率は42.6％で、前年度に比べ2.4ポイント低くなっており、早期健全化基

準である400％を下回っている。

以上のとおり、健全化判断比率については、いずれも早期健全化基準を下回っている

ことから、引き続き適正な行財政運営に努めていただきたい。
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健全化判断比率の概要

財政健全化法においては、地方公共団体（都道府県、市町村及び特別区）の財政状況

を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、以下

の４つの財政指標を「健全化判断比率」として定めている。

この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合は、財政健全化計画又は

財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らねばならない。

１ 実質赤字比率の状況

⑴ 実質赤字比率とは

地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で

ある。

⑵ 算定式

実質赤字比率の算定式は次のとおりである。

一般会計等の実質赤字額 （－）
実質赤字比率 ＝ ＝

標準財政規模 （382,996,717千円）

⑶ 一般会計等の実質収支

一般会計等に含まれる各会計の実質収支額の合計が赤字の場合は、その赤字額が実

質赤字額となるが、各会計の実質収支額は次表のとおりで、その合計額は赤字になっ

ていない。

一般会計等に含まれる各会計の実質収支額の合計は45億3,563万１千円の黒字で、

前年度と比較すると、10億7,943万４千円減少（減少率19.2％）している。

⑷ 算定結果

実質赤字比率は、実質赤字がないため、前年度と同様、算定されない。

令和元年度 平成30年度 比較増減(△)

－ － －

（千円）

会計名 令和元年度 平成30年度 比較増減(△)

 一般会計 69,638,176 70,203,692 △ 565,516

 沖縄県農業改良資金特別会計 116,474 131,969 △ 15,495

 沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計 898,762 9,641 889,121

 沖縄県中小企業振興資金特別会計 732,797 1,298,555 △ 565,758

 沖縄県下地島空港特別会計 △ 302,323 △ 308,104 5,781

 沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計 △ 49,600 △ 20,738 △ 28,862

 沖縄県所有者不明土地管理特別会計 162,904 164,052 △ 1,148

 沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計 293,195 372,507 △ 79,312

 沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計 93,385 89,795 3,590

 沖縄県産業振興基金特別会計 86,061 100,809 △ 14,748

 沖縄県公債管理特別会計 △ 67,134,200 △ 66,427,113 △ 707,087

合　　　　計 4,535,631 5,615,065 △ 1,079,434

(注)・実質赤字比率は、一般会計等の相互間の重複額を控除した純計による歳入及び歳出を基に算定
　　　する。
    ・健全化判断比率の算定で用いられている実質収支額は、事業繰越額を考慮したもの。
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２ 連結実質赤字比率の状況

⑴ 連結実質赤字比率とは

公営企業会計を含む地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足

額の標準財政規模に対する比率である。

⑵ 算定式

連結実質赤字比率の算定式は、次のとおりである。

連結実質赤字額 （－）
連結実質赤字比率 ＝ ＝

標準財政規模 （382,996,717千円)

⑶ 実質収支額及び資金不足額・資金剰余額

一般会計等の実質収支額と公営事業会計の資金不足額・資金剰余額を合計した額が

赤字の場合は、その赤字額が連結実質赤字額となるが、この実質収支額及び資金不足

額・資金剰余額は、次表のとおりで、その合計額は赤字になっていない。

実質収支額及び資金不足額・資金剰余額を合計した額は390億9,097万３千円の黒字

で、前年度と比較すると、32億3,928万８千円増加（増加率9.0％）している。

⑷ 算定結果

連結実質赤字比率は、連結実質赤字がないため、前年度と同様、算定されない。

令和元年度 平成30年度 比較増減(△)

－ － －

（千円）

令和元年度 平成30年度 比較増減（△）

4,535,631 5,615,065 △ 1,079,434

 沖縄県駐車場事業特別会計 147,623 77,331 70,292

 沖縄県国民健康保険事業特別会計 17,026 1,230,073 △ 1,213,047

 沖縄県水道事業会計 12,764,148 12,384,817 379,331

 沖縄県工業用水道事業会計 879,542 804,176 75,366

 沖縄県病院事業会計 10,309,580 7,849,826 2,459,754

 沖縄県下水道事業特別会計 3,258,603 1,143,651 2,114,952

 沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇
 地区特別会計

330,698 279,383 51,315

 沖縄県中央卸売市場事業特別会計 768 8,744 △ 7,976

 沖縄県宜野湾港整備事業特別会計 114,269 106,694 7,575

 沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業
 特別会計

23,162 59,514 △ 36,352

 沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地
 造成事業特別会計

5,810,633 5,377,801 432,832

 沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地
 造成事業特別会計

0 0 0

 沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計 899,290 914,610 △ 15,320

39,090,973 35,851,685 3,239,288

公
営
事
業
の
資
金
不
足
額
（

△
）

・
資
金
剰
余
額

会計名

 一般会計等の実質収支額

合　　　　計

(注)公営事業のうち宅地造成事業の「沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計」及び「沖縄県
　　中城湾港マリン･タウン特別会計」で資金剰余額が生じる場合、地方債残高及び他会計長期借入金が資金
　　剰余額を上回る場合には、資金剰余額は０となる。
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３ 実質公債費比率の状況

⑴ 実質公債費比率とは

地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模

を基本とした額に対する比率である。

⑵ 算定式等

実質公債費比率の算定式は次のとおりで、この式に基づき算定した前３か年の比率

を平均したものが当年度の実質公債費比率である。

（地方債の元利償還金）＋（準元利償還金）
－（特定財源＋

実質公債費比率 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
＝

(単年度) （標準財政規模）
－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

実質公債費比率 R１ H30 H29
＝

（３か年平均） （7.40486＋7.58478＋8.89983）／3＝7.9％

この算定式に基づき計算された分母及び分子の額、単年度の比率並びに実質公債費

比率は、次のとおりである。

⑶ 算定結果

令和元年度の実質公債費比率は、令和元年度、平成30年度及び平成29年度の単年度

の比率を平均した結果7.9％となり、前年度より0.5ポイント低くなっている。

令和元年度 平成30年度 比較増減(△)

7.9％ 8.4％ △0.5

（千円）

令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

25,197,747 25,467,779 29,538,772 28,727,690

340,286,717 335,774,656 331,902,527 326,012,259

7.40486％ 7.58478％ 8.89983％ 8.81184％ 

令和元年度

平成30年度

(注)単年度の比率は小数第五位まで算出し、３か年平均の比率は小数第二位以下を切り捨てる。

区　　　分

 実質公債費
 比率

（３か年平均）  7.9％

（３か年平均）　8.4％

分　子　（Ａ）

分　母　（Ｂ）

単年度の比率（Ａ／Ｂ）
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⑷ 前年度との比較

実質公債費比率（単年度）を前年度と比較すると、｢地方債の元利償還金」等の減

により分子の額が減少し、「標準税収入額等」等の増により分母の額が増加した。

その結果、前年度と比較して約0.2ポイント低くなっている。

分子（Ａ） （千円）

令和元年度 平成30年度 比較増減（△）

66,534,357 67,016,184 △ 481,827

3,916,848 4,306,809 △ 389,961

3,430,062 3,637,736 △ 207,674

465,783 482,470 △ 16,687

13,445 177,936 △ 164,491

7,558 8,667 △ 1,109

70,451,205 71,322,993 △ 871,788

2,543,458 3,533,978 △ 990,520

42,710,000 42,321,236 388,764

3,994,121 3,990,830 3,291

37,878,676 37,493,203 385,473

837,203 837,203 0

45,253,458 45,855,214 △ 601,756

25,197,747 25,467,779 △ 270,032分　子　の　額

 元利償還金・準元利償還金に係る基準
 財政需要額算入額．．．．．

 事業費補正により基準財政需要額に算
 入された公債費

 
地
方
債
の
元
利
償
還
金
及
び

 
準
元
利
償
還
金

 
地
方
債
の
元
利
償
還
金
及
び

 
準
元
利
償
還
金
か
ら
差
引
く
も
の

計

 災害復旧費等に係る基準財政需要額

 密度補正により基準財政需要額に算入
 された元利償還金及び準元利償還金
 （地方債の元利償還額を基礎として算
 入されたものに限る。）

 一時借入金の利子

 特定財源．．．．．

計

区 分

 地方債の元利償還金

 準元利償還金

 公営企業に要する経費の財源とする地
 方債の償還の財源に充てたと認められ
 る繰入金

 一部事務組合等の起こした地方債に充
 てたと認められる補助金又は負担金

 公債費に準ずる債務負担行為に係るもの

分母（Ｂ） （千円）

令和元年度 平成30年度 比較増減(△)

382,996,717 378,095,892 4,900,825

155,728,352 148,289,659 7,438,693

206,158,168 203,109,639 3,048,529

21,110,197 26,696,594 △ 5,586,397

42,710,000 42,321,236 388,764

340,286,717 335,774,656 4,512,061

普 通 交 付 税 額

臨 時 財 政 対 策 債 発 行 可 能 額

 標準財政規模か
 ら差引くもの

 元利償還金・準元利償還
 金に係る基準財政需要額
 算入額

分　母　の　額

区　　分

標 準 財 政 規 模

標 準 税 収 入 額 等
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４ 将来負担比率の状況

⑴ 将来負担比率とは

地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、地方公共団体の一

般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率

である。

⑵ 算定式

将来負担比率の算定式は、次のとおりである。

（将来負担額）－（充当可能基金＋充当可能特定歳入
＋基準財政需要額算入見込額）

将来負担比率 ＝
（標準財政規模）
－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

この算定式に基づき計算された分母及び分子の額は、次のとおりである。

⑶ 算定結果

将来負担比率は42.6％で、前年度の45.0％と比較して2.4ポイント低くなってい

る。

令和元年度 平成30年度 比較増減(△)

42.6％ 45.0％ △2.4

（千円）

区　分 令和元年度 平成30年度 比較増減（△）

分　子（Ａ） 144,979,410 151,383,486 △ 6,404,076

分　母（Ｂ） 340,286,717 335,774,656 4,512,061

将来負担比率
（Ａ／Ｂ）

42.6％ 45.0％ △ 2.4

(注)将来負担比率については、小数第二位以下は切り捨てる。
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⑷ 前年度との比較

将来負担比率を前年度と比較すると、「地方債の現在高」等の減により分子の額が

減少し、「標準税収入額等」等の増により分母の額が増加した。

その結果、前年度と比較して2.4ポイント低くなっている。

分子（Ａ） （千円）

令和元年度 平成30年度 比較増減(△)

603,698,022 623,784,116 △ 20,086,094

211,854 370,622 △ 158,768

42,742,299 42,888,595 △ 146,296

4,007,518 4,246,407 △ 238,889

141,282,378 140,453,849 828,529

1,283,116 833,977 449,139

0 0 0

0 0 0

793,225,187 812,577,566 △ 19,352,379

92,130,722 93,048,491 △ 917,769

16,414,263 18,071,106 △ 1,656,843

539,700,792 550,074,483 △ 10,373,691

648,245,777 661,194,080 △ 12,948,303

144,979,410 151,383,486 △ 6,404,076

区　　　　分

 組合連結実質赤字額負担見込額

計

将
　
　
来
　
　
負
　
　
担
　
　
額

 設立法人の負債額等負担見込額

公営企業債等繰入見込額

組合負担等見込額

連結実質赤字額

地方債の現在高

 債務負担行為に基づく支出予定額

退職手当負担見込額

 分  子  の  額

 
将
来
負
担
額
か
ら

 
差
引
く
も
の

充当可能基金

充当可能特定歳入

 基準財政需要額算入見込額

計

分母（Ｂ） （千円）

令和元年度 平成30年度 比較増減(△)

382,996,717 378,095,892 4,900,825

155,728,352 148,289,659 7,438,693

206,158,168 203,109,639 3,048,529

21,110,197 26,696,594 △ 5,586,397

42,710,000 42,321,236 388,764

340,286,717 335,774,656 4,512,061

普 通 交 付 税 額

臨 時 財 政 対 策 債 発 行 可 能 額

 標準財政規模か
 ら差引くもの

 元利償還金・準元利償還
 金に係る基準財政需要額
 算入額

分　母　の　額

区　　分

標 準 財 政 規 模

標 準 税 収 入 額 等
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令和元年度沖縄県資金不足比率審査意見書

１ 審査の対象

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第１項の規

定により、令和２年８月３日付け総財第249号をもって審査に付された令和元年度資金

不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査した。

２ 審査の概要

審査に当たっては、資金不足比率の算定が、関係法令に沿って正確に行われている

か、また、その算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかを主

眼として実施した。

３ 審査の結果

審査に付された次の11公営企業会計に係る資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類は、いずれも正確に算定し、適正に作成されているものと認められ

た。

資金不足比率

経営健全化会計名 令和元年度 平成30年度
基準（％）

①沖縄県水道事業会計 － － 20.0

②沖縄県工業用水道事業会計 － － 20.0

③沖縄県病院事業会計 － － 20.0

④沖縄県下水道事業特別会計 － － 20.0

⑤沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇 － － 20.0
地区特別会計

⑥沖縄県中央卸売市場事業特別会計 － － 20.0

⑦沖縄県宜野湾港整備事業特別会計 － － 20.0

⑧沖縄県中城湾港（新港地区）整 備 事 業 － － 20.0特別会計

⑨沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地 － － 20.0
造成事業特別会計

⑩沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地 － － 20.0
造成事業特別会計

⑪沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計 － － 20.0

（注）資金不足額が生じていないため、「－」で表示している。

４ 審査の意見

審査した上記11公営企業会計においては、資金不足額が生じていないため、資金不足

比率は算定されない。
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資金不足比率の概要

１ 資金不足比率の状況

⑴ 資金不足比率とは

資金不足比率は、地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に

対する比率であり、公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規

模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものである。

公営企業は必要な費用を自身の料金収入によって賄わなければならないため（独立

採算の原則）、公営企業会計の赤字や借金が大きくなって一般会計に大きな影響を及

ぼさないよう、個々の収支（企業の経営状況）を事前に確認する必要がある。

資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなけ

ればならない。

⑵ 算定式

資金不足比率の算定式は、次のとおりである。

資金の不足額
資金不足比率 ＝

事業の規模

⑶ 算定結果

資金不足比率は、各会計とも資金の不足額がないため、前年度と同様、算定されな

い。
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（参考）１ 用語の説明

用 語 説 明

一 般 会 計 等 地方公共団体財政健全化法における実質赤字比率の対象となる会
計で、地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のもの。

当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、
実 質 収 支 形式収支から、翌年度に繰り越すべき継続費逓次繰越や繰越明許費

繰越等の財源を控除した額。
通常「黒字団体」、「赤字団体」という場合は、実質収支の黒

字、赤字により判断する。

地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一
標 準 財 政 規 模 般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税等を加算

した額。

公 営 企 業 公営企業とは地方公共団体が経営する企業であり、法適用企業と
法非適用企業に分類される。地方公共団体財政健全化法において
は、地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業を法適用企
業、地方財政法第６条の規定により特別会計を設けて事業の経理を
行っている公営企業であって法適用企業以外のものを法非適用企業
と定義している。

（法適用企業） 法適用企業には、地方公営企業法の全部を適用することが法律で
定められている上水道、工業用水道、軌道、鉄道、自動車運送、電
気（水力発電等）、ガスの７事業、法律により財務規定等を適用す
るように定められている病院事業（以上、当然適用事業）、及び条
例で地方公営企業法の全部又は財務規定等を任意で適用する事業
（任意適用事業）がある。

（法非適用企業） 法非適用事業には、下水道事業、宅地造成事業、観光施設事業等
（それぞれ地方公営企業法を任意適用していないものに限る。）が
ある。

公営企業の経理は特別会計を設けて行うこととされており、その
特別会計を公営企業会計という。

法適用企業の公営企業会計は、企業会計方式により経理が行わ
れ、法非適用企業は、一般会計と同様、地方自治法に基づく財務処
理が行われる。

資 金 の 不 足 額 公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもので、法適用企業
については流動負債の額から流動資産の額を控除した額を基本とし
て、法非適用企業については一般会計等の実質赤字額と同様に算定
した額を基本とする。

早期健全化基準 地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪
化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図る
べき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比
率及び将来負担比率のそれぞれについて定められた数値。

財 政 再 生 基 準 地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著
しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況にお
いて、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字
比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のそれぞれについて、
早期健全化基準を超えるものとして定められた数値。

経営健全化基準 地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を
図るべき基準として、資金不足比率について定められた数値。
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（参考）２　比率算定の対象となる範囲

沖 縄 県 農 業 改 良 資 金 特 別 会 計

沖 縄 県 小 規 模 企 業 者 等
設 備 導 入 資 金 特 別 会 計

沖縄県中小企業振興資金特別会計

沖 縄 県 下 地 島 空 港 特 別 会 計

沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計

沖 縄 県 所 有 者 不 明
土 地 管 理 特 別 会 計

沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計

沖縄県林業･木材産業改善資金特別会計

沖 縄 県 産 業 振 興 基 金 特 別 会 計

沖 縄 県 公 債 管 理 特 別 会 計

沖 縄 県 駐 車 場 事 業 特 別 会 計

沖縄県国民健康保険事業特別会計

沖 縄 県 水 道 事 業 会 計

沖 縄 県 工 業 用 水 道 事 業 会 計

沖 縄 県 病 院 事 業 会 計

沖 縄 県 下 水 道 事 業 特 別 会 計

沖縄県国際物流拠点産業集積地域
那 覇 地 区 特 別 会 計

沖縄県中央卸売市場事業特別会計

沖縄県宜野湾港整備事業特別会計

沖 縄 県 中 城 湾 港 （ 新 港 地 区 ）
整 備 事 業 特 別 会 計
沖 縄 県 中 城 湾 港 （ 新 港 地 区 ）
臨 海 部 土 地 造 成 事 業 特 別 会 計
沖 縄 県 中 城 湾 港 （ 泡 瀬 地 区 ）
臨 海 部 土 地 造 成 事 業 特 別 会 計
沖 縄 県 中 城 湾 港 マ リ ン ・ タ ウ ン
特 別 会 計

沖 縄 県 離 島 医 療 組 合

那 覇 港 管 理 組 合

沖 縄 県 土 地 開 発 公 社

沖 縄 県 産 業 振 興 公 社

沖 縄 県 信 用 保 証 協 会

沖 縄 県 農 業 振 興 公 社

八 重 山 漁 業 協 同 組 合

宮 古 島 漁 業 協 同 組 合

一 部 事 務 組 合

一般会計等
に属する特
別会計

一般会計等以外
の特別会計のう
ち公営企業に係
る特別会計以外
の 会 計

宅
地
造
成
事
業

宅
地
造
成
事
業
以
外

法
非
適
用
（

特
別
会
計
）

地 方 公 社 ・
第三セクター等

一
般
会
計
等

一　　般　　会　　計

公
営
事
業
会
計

公
営
企
業
会
計

法
適
用

実

質

赤

字

比

率 連

結

実

質

赤

字

比

率
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質
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債
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比

率
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